
貯水槽の管理の充実について 

－あなたの管理が大切です！－ 

 あなたのビル、マンション等の飲み水は、安全で衛生的ですか？ 

 平成 14 年 4 月 1 日施行の水道法等の改正で、貯水槽水道（受水槽や高置水

槽など）について『（1）設置者の管理責任』『（2）水道事業者の関与』

『（3）利用者への管理状況に関する情報提供』が定められました。 

 貯水槽を設置した建物の場合、受水槽に入るまでの水質については宗像地区

事務組合が管理しますが、受水槽から先は、貯水槽設置者（所有者）が管理し

なければなりません。 

 貯水槽水道の設置者の皆さまには、次の点に留意し、適正な管理を行ってい

ただきますようお願いします。 

 

   赤色の部分は設置者（所有者）

が管理（水槽式給水） 



1.貯水槽の清掃や検査について 

 貯水槽の清掃を、毎年 1 回以上定期に行ってください。 

 また、毎年 1 回以上定期に登録を受けた者の検査を受けてください。 

2.貯水槽の清掃とは 

汚泥、赤サビ、藻の発生等はありませんか？ 

 貯水槽の清掃は、貯水槽設置者（所有者）が実施又は清掃業者に依頼して、

毎年 1 回以上定期に行ってください。 

 貯水槽の清掃は、専門的な知識・技術を持ち、一定の要件を満たしている建

築物飲料水貯水槽清掃業者として福岡県知事に登録している業者に依頼するこ

とを推奨します。 

3.貯水槽の検査とは 

貯水槽には亀裂、漏水箇所はありませんか？ 

 検査機関（環境大臣の登録を受けた機関）に依頼して、毎年 1 回以上定期に

行ってください。 

 



検査とは、貯水槽の施設及び管理（清掃が適正に行われているか等）に関す 

 る検査、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査を行いま

す。 

4.清掃業者とは 

 貯水槽の清掃は、専門知識・技術を持ち、一定の要件を満たしている建築物

飲料水貯水槽清掃業として、福岡県知事登録している業者に依頼することを推

奨します。 

• 登録清掃機関は追加・変更されます。最新情報は福岡県のホームページをご確

認ください。 

• 福岡県のホームぺージから > 組織から探す > 保健医療介護部 ＞生活衛生課

＞営業指導係 >  > 小規模貯水槽水道及び飲用井戸の衛生対策について> 登録営

業所について > 建築物飲料水貯水槽清掃業営業所一覧の順番で検索してご確認

ください。 

5.検査機関とは 



環境大臣の登録を受けた者で、福岡県内において、検査を実施できる検査機関

に依頼して検査を行ってください。 また、検査機関で検査を受けたときに

は、報告が必要です。 

検査機関登録  

令和 6 年 1 月 1 日時点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査機関名 事業所所在地 連絡先 

公益財団法人北九州市環境整備協会 北九州市戸畑区 093-882-3800 

公益財団法人北九州生活科学センター 北九州市戸畑区 093-881-8282 

日東化学工業株式会社 北九州市小倉南区 093-451-2711 

公益財団法人福岡市水道サービス公社 福岡県福岡市 092-471-0204 

株式会社環境分析技術センター 福岡県筑紫野市 092-929-4122 

一般財団法人佐賀県環境科学検査協会 佐賀県佐賀市 0952-22-1651 

公益社団法人大分県薬剤師会 大分県大分市 097-544-4400 

公益財団法人山口県予防保健協会 山口県山口市 083-941-6300 

株式会社再春館安心安全研究所 熊本県熊本市 096-385-1222 

株式会社三計テクノス 熊本県熊本市 096-388-1222 

株式会社 MC エバテック 熊本県宇土市 0964-22-4790 

公益社団法人長崎県食品衛生協会 長崎県西彼杵郡 095-883-6830 

 



・ 登録検査機関は追加・変更されます。最新情報は環境省のホームページを

ご確認ください。 

・環境省のホームぺ－ジからホーム > 政策>政策分野一覧> 水・土壌・地

盤・海洋環境の保全＞水道対策> 水道水質情報 > 水質検査 > 検査機関>

簡易専用水道検査機関> 簡易専用水道検査機関登録簿の順番で検索してご確

認ください。 

6.清掃及び検査の実施後は 

 貯水槽水道設置者(所有者）の方は、貯水槽の清掃及び検査を実施後に、利

用者の方へのお知らせ（回覧及び掲示等）してください。 

 また、検査機関で検査を受けたときには、報告が必要です。（報告先は有効

容量による） 

7.水質の異常や検査での不備は 

 貯水槽水道の汚染が判明した場合や水が人の健康を害するおそれがある場合

は、ただちに給水を停止して、利用者に知らせるとともに、宗像地区事務組合

に連絡してください。 

 また、検査の結果、貯水槽に不備があれば早急に改善してください。 

 



8.維持管理の不備による事例 

 清掃の未実施 貯水槽内部に、藻類が発生したり、鉄サビや汚れが生じてい

た。 

 検査の未実施 貯水槽の蓋が、強風や金具の腐食により開いてしまい、鳥のフ

ン等が混入したり、通気管等の防虫網がないため昆虫が侵入した。 

9.貯水槽設備の日常点検ポイントは 

貯水槽設備の日常点検ポイント 

調査内容 チェツクポイント 

水槽周囲の状態 
・清掃で、ゴミ汚物等が置かれていないか。 

・たまり水、湧水がないか。 

水槽周囲の状態 
・清掃で、ゴミ汚物等が置かれていないか。 

・たまり水、湧水がないか。 

水槽本体の状態 ・亀裂、すき間、漏水箇所がないか。 

水槽上部の状態 ・汚染物質(油、洗剤など）、不要な物が置かれていないか。 

マンホールの状態 

・10センチメートル以上の立ち上がりがあるか。 

・蓋に鍵がついているか。 

・内側に防水パッキンがあり密閉状態は良いか。 

オーバーフロー管の状態 
・管末に防虫網があるか、破れていないか。 

・排水管流入口との間隔（排水口空間）は十分か。 

通気管の状態 ・管末に防虫網があるか、破れていないか。 



調査内容 チェツクポイント 

水抜管の状態 ・排水管流入口との間隔は十分か。 

水槽内部の状態 

・浮遊物質、異物の混入はないか。 

・色、濁りがないか。 

・汚泥、赤錆等の沈殿物はないか。 

内壁面に藻などの発生がないか。 

・汚水管など給水管以外の配管がないか。 

給水設機器の状態 ・ボールタップ、電極棒、ポンプ等の作動状況は良いか。 

10.貯水槽水道の管理についてのご相談は 

貯水槽の管理についてのご相談 

水槽の種別 連絡先 電話番号 

簡易専用水道 

（貯水槽の有効容量 

10立方メートルを超えるのもの） 

宗像地区事務組合 

 

0940-62-0031 

 

小規模貯水槽水道 

（貯水槽の有効容量 

10立方メートル以下のもの） 

宗像地区水道管理センター 0940-62-0975  

 


